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EU：不当なジオブロッキングを禁止する新規則

が 2018 年末にも施行される見通し

2018 年 2 月 6 日、欧州議会は EU 域内における「不当な」ジオブロッキング及

びその他の方式による顧客の国籍、居住地、所在地等に基づく差別を禁止する

新規則（以下、「本規則」）案を可決し、デジタル単一市場の実現に向けて一

歩前進しました。本規則は、「正当な」理由なく EU域内の顧客を差別すること

を禁止することで、域内における国境を越えたオンライン販売の障壁を取り除

き、消費者に EU 単一市場で最適な商品・サービスを求める機会を提供すること

を目的としています。

本規則は 2018 年末の施行が予想され、企業においては短期間で対応を検討する

必要があります。

誰にどのような影響があるか？

本規則は、EU 域内における事業拠点の有無に関わらず、域内の消費者に製品

またはサービスを提供するすべての取引業者に適用されます。従って、原則と

して、EU 市場で製品またはサービスを提供することにより、本規則の対象と

なる取引業者は、以下のような取引慣行について見直しを行うことが必要とな

ります。

⋅ 特定の加盟国の顧客について、他の加盟国の顧客に向けた流通チャネル／

条件での商品またはサービスの購入を認めていない

⋅ 国籍または居住地により、オンライン・インターフェース（例：ウェブサ

イトやアプリ）へのアクセスを制限またはブロックしている

⋅ 顧客の事前の明示的な承諾なしに、自動的に経路を変更して各国サイトに

誘導している

本規則の適用範囲

本規則には重要な適用除外項目が設けられており、例えば、運輸サービス、視

聴覚サービス、リテール金融サービス等は本規則の対象には含まれません。ま

た、取引を構成するすべての要素がある特定の加盟国内に限定される、純粋な

「国内」取引にも本規則は適用されません。重要なポイントとして、B2B 取引

において購入業者が製品またはサービスを最終消費目的で（再販・レンタル・

業務委託目的ではなく）購入する場合には本規則が適用されます。

さらに、著作権保護の対象となるコンテンツには本規則は適用されないため、

オンラインテレビ、映画、電子書籍、ダウンロード可能な音楽、オンライン

ゲーム、スポーツのストリーミング等のサービスについては、現段階では本規

則の影響は受けないことになります。

目次

誰にどのような影響があ

るか？

本規則の適用範囲

何が禁止されるか？

本規則の執行

GDPR などの厳しい規制に

対応するためのコンプラ

イアンス・e ラーニング

プログラム のご案内

ベーカーマッケンジーでは、

グローバル規模のコンプライ

アンス・トレーニング・プロ

グラムの構築・導入支援を通

じて、世界を舞台に事業を展

開する企業が、一般データ保

護規則（GDPR）対応など、

主要なコンプライアンス規制

に対する意識を高め、各国の

従業員の行動に変化を起こす

ためのサポートを行っていま

す。

当ファームの専門家の監修の

もと、各企業の目的に沿った

コンプライアンス・トレーニ

ング・プログラムを設計いた

します。

⋅ 詳細はこちら

⋅ 本件に関するご相談または

トライアルご希望の際は、

下記までご連絡ください。
link@bakermckenzie.com

http://www.bakermckenzie.co.jp/wp/wp-content/uploads/Flyer_Baker-McKenzie-Link_JP.pdf
mailto:link@bakermckenzie.com


EU：不当なジオブロッキングを禁止する新規則が 2018 年末にも施行される見通し  13  March 2018

他の加盟国のユーザーによる著作権保護コンテンツへのオンラインアクセスを

阻止するための技術的手段の使用は当面は認められますが、EU は現在、2020
年をめどに本規則の適用除外範囲を縮小することを検討しており、欧州委員会

も、視聴覚サービスおよび運輸サービスを含めて本規則の適用拡大に向けた見

直しの検討に合意しています。

何が禁止されるか？

EU 域内での不当なジオブロッキング及びその他の方式による顧客の国籍、居住

地または所在地に基づく直接・間接的な差別が禁止されます。これに伴い、オ

ンラインインターフェースにアクセスする際に使用される IP アドレスや商品の

配送先として提供される住所、選択された言語、決済手段の発行元の所在する

加盟国といった情報に基づく差別も禁止されることになります。

本規則の執行

本規則には特定の制裁が定められておらず、取引業者が本規則に違反した場合

の罰則等については、加盟各国の裁量に委ねられることになります。但し、本

規則は加盟各国に対し、本規則の遵守状況の監視と効果的な執行とを遂行する

機関を定めるよう求めています。

本クライアントアラートに

関するお問い合わせ先

高瀬 健作

パートナー
03 6271 9752
kensaku.takase@bakermckenzie.com

Ben Allgrove
パートナー（ロンドン）
+44 207 919 1788
ben.allgrove@bakermckenzie.com

Francesca Gaudino
パートナー（ミラノ）
+39 027 623 1452
francesca.gaudino@bakermckenzie.com

© 2018 Baker McKenzie. ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）はスイス法上の組織体であるベーカー＆マッケンジー インターナショナルのメンバーファームです。ベーカー＆マッケンジー

法律事務所（外国法共同事業）及びベーカー＆マッケンジーインターナショナルのその他のメンバーファームは、日本においては弁護士法人ベーカー＆マッケンジー法律事務所を通じて業務を提供します。

専門的知識に基づくサービスを提供する組織体において共通して使用されている用語例に従い、「パートナー」とは、法律事務所におけるパートナーである者またはこれと同等の者を指します。同じく、「オ

フィス」とは、かかるいずれかの法律事務所のオフィスを指します。

本資料に含まれている情報及びデータは一般的な情報であり、当事務所の法的アドバイスや意見を提供するものではありません。法律及び税務に関わる参考情報や対策については本資料のみに依拠すべきでな

く、本資料の受信者は必要に応じ別途弁護士のアドバイスを受けなければなりません。

mailto:kensaku.takase@bakermckenzie.com
mailto:ben.allgrove@bakermckenzie.com
mailto:francesca.gaudino@bakermckenzie.com

